
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の

た
め
の
日
本
国
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
と
の
間
の
条
約
の
説
明
書

外

務

省



目

次

ペ
ー
ジ

一

概
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

１

条
約
の
成
立
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

２

締
結
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

二

条
約
の
主
要
な
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

１

適
用
対
象
及
び
定
義
に
関
す
る
規
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

２

二
重
課
税
の
回
避
等
の
た
め
の
規
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一

３

条
約
の
濫
用
を
防
止
す
る
措
置
に
関
す
る
規
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

４

二
重
課
税
の
排
除
の
方
式
に
関
す
る
規
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

５

そ
の
他
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

６

議
定
書
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二

三

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

三



1

一

概
説

１

条
約
の
成
立
経
緯

政
府
は
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
と
の
間
の
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
条
約
を
締
結
す
る
た
め
、
平

成
十
九
年
（
二
千
七
年
）
十
二
月
以
来
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
政
府
と
の
間
で
交
渉
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
条
約
案
文
に
つ
い
て
最
終
的
合
意
に
達
し
、
平

成
二
十
年
（
二
千
八
年
）
十
二
月
十
九
日
に
東
京
に
お
い
て
、
我
が
方
中
曽
根
外
務
大
臣
と
先
方
カ
マ
ル
デ
ィ
ノ
フ
駐
日
大
使
と
の
間
で
こ
の
条
約
の
署
名

が
行
わ
れ
た
。

２

締
結
の
意
義

こ
の
条
約
は
、
こ
れ
ま
で
に
我
が
国
が
諸
外
国
と
の
間
で
締
結
し
て
き
た
租
税
条
約
と
同
様
に
、
経
済
的
交
流
、
人
的
交
流
等
に
伴
っ
て
発
生
す
る
国
際

的
な
二
重
課
税
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
我
が
国
と
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
と
の
間
で
課
税
権
を
調
整
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
我
が
国
と
カ

ザ
フ
ス
タ
ン
と
の
間
の
二
重
課
税
回
避
の
制
度
が
整
備
さ
れ
、
両
国
間
の
資
本
、
人
的
資
源
等
の
交
流
が
一
層
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

二

条
約
の
主
要
な
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
九
箇
条
及
び
末
文
並
び
に
条
約
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
議
定
書
か
ら
成
り
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

１

適
用
対
象
及
び
定
義
に
関
す
る
規
定

こ
の
条
約
は
、
一
方
又
は
双
方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
対
し
、
所
得
に
対
す
る
租
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
第
一
条
及
び
第
二
条
）
。

ま
た
、
「
租
税
」
、
「
者
」
、
「
法
人
」
、
「
国
民
」
、
「
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
」
、
「
恒
久
的
施
設
」
等
の
用
語
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
（
第
三

条
か
ら
第
五
条
ま
で
）
。

２

二
重
課
税
の
回
避
等
の
た
め
の
規
定

不
動
産
所
得
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
所
在
地
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
六
条
）
、
一
方
の
締
約
国
の
企
業
の
事
業
利
得
に
つ
い
て

は
、
当
該
企
業
が
他
方
の
締
約
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
所
得
に
つ
い
て
の
み
当
該
他
方
の
締
約
国

に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
（
第
七
条
）
及
び
国
際
運
輸
業
所
得
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
居
住
地
国
に
お
い
て
の
み
課
税
さ
れ
る
こ
と
（
第
八
条
）
を
定
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め
、
並
び
に
配
当
、
利
子
及
び
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
源
泉
地
国
の
税
率
の
上
限
（
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
不
動

産
の
譲
渡
収
益
及
び
恒
久
的
施
設
に
係
る
財
産
（
不
動
産
を
除
く
。
）
の
譲
渡
収
益
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
等
の
所
在
地
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
（
第
十
三
条
）
、
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
役
務
提
供
地
国
の
滞
在
期
間
が
百
八
十
三
日
を
超
え
な
い
等
の
一
定
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
役

務
提
供
地
国
に
お
い
て
課
税
さ
れ
る
こ
と
（
第
十
四
条
）
並
び
に
法
人
の
役
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
法
人
居
住
地
国
に
お
い
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
（
第
十
五
条
）
を
定
め
、
か
つ
、
退
職
年
金
及
び
政
府
職
員
の
報
酬
等
に
つ
い
て
の
課
税
の
原
則
（
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
）
に
つ
い
て
定
め
て
い

る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
所
得
以
外
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
受
領
者
の
居
住
地
国
に
お
い
て
の
み
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
第
二
十
一
条
）
を
定
め

て
い
る
。

３

条
約
の
濫
用
を
防
止
す
る
措
置
に
関
す
る
規
定

匿
名
組
合
契
約
に
関
連
し
て
取
得
す
る
所
得
に
対
し
て
、
国
内
法
に
従
っ
て
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
第
二
十
条
）
。

４

二
重
課
税
の
排
除
の
方
式
に
関
す
る
規
定

我
が
国
及
び
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
外
国
税
額
控
除
方
式
に
よ
り
二
重
課
税
を
排
除
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
第
二
十
二
条
）
。

５

そ
の
他

両
締
約
国
の
企
業
の
間
に
商
業
上
又
は
資
金
上
の
特
別
な
関
係
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
の
計
算
方
法
並
び
に
そ
の
場
合
の
課
税
上
の
調
整
方
法
及
び

調
整
の
期
間
制
限
（
第
九
条
）
、
租
税
に
関
す
る
無
差
別
待
遇
（
第
二
十
三
条
）
、
納
税
者
の
不
服
申
立
て
及
び
権
限
の
あ
る
当
局
の
間
の
相
互
協
議
手
続

（
第
二
十
四
条
）
、
両
締
約
国
が
課
す
る
す
べ
て
の
種
類
の
租
税
に
関
す
る
情
報
の
交
換
（
第
二
十
五
条
）
、
外
交
使
節
団
又
は
領
事
機
関
の
構
成
員
の
租

税
上
の
特
権
と
こ
の
条
約
と
の
関
係
（
第
二
十
七
条
）
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
ほ
か
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
（
第
二
十
八
条
）
及
び
終
了
（
第
二
十
九

条
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

６

議
定
書

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
が
対
応
的
調
整
を
行
う
際
に
調
整
さ
れ
る
利
得
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
（
議
定
書
１
）
、
地
下
資

源
の
採
掘
等
か
ら
取
得
す
る
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
企
業
の
利
得
に
係
る
更
正
期
間
（
議
定
書
２
）
、
使
用
料
に
係
る
源
泉
地
国
で
の
税
率
の
上
限
が
実
質
的
に
五

パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
こ
と
（
議
定
書
３
）
、
情
報
の
提
供
を
拒
否
で
き
る
場
合
（
議
定
書
４
）
及
び
法
人
の
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
事
業
利
得
に
つ
い
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て
付
加
的
な
租
税
（
い
わ
ゆ
る
支
店
利
益
税
）
を
課
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
こ
と
（
議
定
書
５
）
を
定
め
て
い
る
。

三

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。


